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経
常
収
支
三
年
連
続
の
黒
字
に
！

　
去
る
七
月
一
一
日
に
第
一
二
三
回
「
組
合
会
」
が
開
催
さ
れ
、
大
阪
菓
子
健
康
保

険
組
合
の
平
成
二
九
年
度
決
算
と
同
事
業
報
告
が
可
決
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
二
九
年
度
決
算
の
介
護
勘
定
を
含
め
た
収
入
額
は
三
五
億
一
七
四
万
円
で
、
一
方
支
出
は

三
二
億
七
〇
五
二
万
円
、
差
引
の
決
算
残
金
額
は
二
億
三
一
二
二
万
円
で
し
た
。

（
対
前
年
度
比
六
七
五
万
円
の
増
加
）

　
一
般
勘
定
で
決
算
残
金
が
、
前
年
度
よ
り
三
一
五
七
万
円
増
加
、
収
入
で
は
標
準
賞
与
額
の

増
加
（
一
億
六
三
〇
四
万
円
）、
支
出
で
は
保
険
給
付
費
の
減
少
（
三
一
一
九
万
円
）
が
主
な
要

因
で
す
。

　
経
常
収
支
は
一
億
六
〇
九
九
万
円
の
黒
字
で
、
前
年
度
よ
り
も
三
六
〇
七
万
円
増
加
し
、
三

年
連
続
の
経
常
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。

　
介
護
勘
定
で
決
算
残
金
が
、
前
年
度
よ
り
二
四
八
二
万
円
減
少
、
納
付
金
の
増
加
が
主
な
要

因
で
す
。

　
一
般
・
介
護
勘
定
と
も
準
備
金
か
ら
の
繰
入
な
し
で
決
算
残
金
が
で
き
た
の
も
、
ひ
と
え
に

事
業
主
や
従
業
員
等
の
ご
理
解
ご
協
力
の
賜
物
と
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
当
組
合
と
し
て
今
後
も
、
最
も
重
要
な
保
健
事
業
の
充
実
を
さ
ら
に
展
開
し
、
健
全
な
財
政

運
営
を
継
続
し
な
が
ら
事
業
運
営
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

・
・
・
収
　
入
・
・
・

●
保
険
料

　

組
合
員
の
み
な
さ
ま
方
の
毎
月
の
給 

料
と
賞
与
か
ら
徴
収
さ
れ
た
保
険
料
は

三
〇
億
三
七
九
一
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比

五
六
一
万
円
の
微
増
）

●
国
庫
負
担
金

　

事
務
費
に
対
す
る
国
庫
負
担
金
で
、

一
四
一
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比
四
万
円
の

微
増
）

●
調
整
保
険
料

　

健
康
保
険
組
合
間
の
助
け
合
い
事
業
（
高
額

医
療
費
交
付
金
・
財
政
支
援
交
付
金
）
の
た
め

の
保
険
料
で
、
三
六
八
九
万
円
で
し
た
。（
対
前

年
度
比
二
七
三
万
円
の
増
加
）

●
繰
入
金

　

職
員
の
退
職
に
よ
る
退
職
積
立
金
繰
入
で

七
二
七
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比
七
二
七
万

円
の
増
加
）
な
お
、
準
備
金
か
ら
の
繰
入
は
あ

り
ま
せ
ん
。

●
国
庫
補
助
金

　

国
か
ら
の
補
助
金
で
二
四
四
四
万
円
で
し
た
。

（
対
前
年
度
比
二
七
三
万
円
の
増
加
）

●
財
政
調
整
事
業
交
付
金

　

高
額
医
療
費
の
負
担
を
健
康
保
険
組
合
同
士

で
助
け
合
う
事
業
の
交
付
金
と
適
用
拡
大
に
よ

る
緊
急
支
援
交
付
金
で
三
九
六
三
万
円
で
し
た
。

（
対
前
年
度
比
五
二
八
万
円
の
増
加
）

●
そ
の
他
の
収
入

　

健
診
等
の
一
部
負
担
や
、
利
息
収
入
等
で

一
九
九
七
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比

一
四
五
万
円
の
減
少
）

●
事
務
費

　

健
康
保
険
組
合
の
運
営
や
「
組
合
会
」
等
の

関
係
費
用
で
七
九
九
二
万
円
で
し
た
。（
対
前
年

度
比
一
一
六
五
万
円
の
増
加
。
保
健
師
の
常
勤

雇
用
に
よ
り
増
加
し
た
。）

●
保
険
給
付
費

　

被
保
険
者
と
そ
の
家
族
の
組
合
負
担
医
療
費

や
、
傷
病
手
当
金
、
出
産
手
当
金
な
ど
の
各
種

現
金
給
付
な
ど
の
保
険
給
付
費
は
、

一
五
億
一
九
二
七
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比

三
一
一
八
万
円
の
減
少
。
適
用
拡
大
に
よ
る
被

保
険
者
が
増
え
た
に
も
関
わ
ら
ず
減
少
し
た
。）

・
・
・
支
　
出
・
・
・

■平成29年度　収入・支出決算概要
（一般勘定）

収
　
　
　
　
　
入

科　　　目 決算額（千円）

一 般 保 険 料 3,037,913
国 庫 負 担 金 1,409
調 整 保 険 料 36,891
繰 入 金 7,273
国 庫 補 助 金 24,441
財政調整事業交付金 39,634
雑 収 入 19,968

合　　　計 3,167,529

支
　
　
　
　
　
出

科　　　目 決算額（千円）

事 務 費 79,917
保 険 給 付 費 1,519,266

納
　
付
　
金

前期高齢者納付金 594,997
後期高齢者支援金 579,331
病床転換支援金 4
退職者給付拠出金 34,985
老人保健拠出金 8
小 計 1,209,325

保 健 事 業 費 89,521
財政調整事業拠出金 36,908
積 立 金 8,800
連合会費・その他 27,743

合　　　計 2,971,480

決算残金（一般勘定） 196,049

平
成
二
九
年
度
　
決
算
の
お
知
ら
せ

（介護勘定）

収
　
　
入

科　　　目 決算額（千円）

介 護 保 険 収 入 330,512
国庫補助金収入 3,697
雑 収 入 6

合　　　計 334,215

支
　
　
出

科　　　目 決算額（千円）

介 護 納 付 金 299,040

合　　　計 299,040

決算残金（介護勘定） 35,175
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●
納
付
金

　

高
齢
者
医
療
制
度
に
係
る
納
付
金
（
前
期
高

齢
者
納
付
金
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
病
床
転

換
支
援
金
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
等
）
で
、
総

額
が
一
二
億
九
三
三
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度

比
四
一
〇
八
万
円
の
増
加
）

※
主
な
内
訳
は
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
が

五
億
九
五
〇
〇
万
円
（
前
年
度
比
一
七
五
五
万

円
の
増
加
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
が

五
億
七
九
三
三
万
円
（
前
年
度
比
一
九
八
五
万

円
の
増
加
）、
退
職
者
給
付
拠
出
金
が

三
四
九
九
万
円
で
し
た
。（
前
年
度
比
三
六
九
万

円
の
増
加
）

●
保
健
事
業
費

　

特
定
健
診
の
義
務
化
等
に
よ
り
、
被
扶
養
者

を
含
め
た
疾
病
予
防
を
中
心
と
し
た
保
健
事
業

を
積
極
的
に
推
進
し
ま
し
た
。
総
額
は

八
九
五
二
万
円
で
し
た
。
（
対
前
年
度
比

二
三
一
万
円
の
減
少
。
保
健
師
の
常
勤
雇
用

（
事
務
費
に
移
行
）
に
よ
り
減
少
し
た
。
）

●
財
政
調
整
事
業
拠
出
金

　

収
入
科
目
の
調
整
保
険
料
を
、
健
康
保
険
組

合
連
合
会
に
納
め
る
た
め
の
支
出
科
目
で
、

三
六
九
一
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比

二
七
七
万
円
の
増
加
）

※
調
整
保
険
料
率
が
一
〇
〇
〇
分
の
１
．
１
９

か
ら
同
１
．
２
６
と
一
〇
〇
〇
分
の
０
．
０
７
引

上
げ
ら
れ
た
た
め
。

●
積
立
金

　

職
員
退
職
に
よ
る
退
職
金
支
払
に
よ
る
支
出

が
八
〇
〇
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比

六
五
〇
万
円
の
増
加
）

●
そ
の
他
の
支
出

　

退
職
積
立
金
、
連
合
会
費
及
び
前
年
度
受
け

入
れ
た
補
助
金
の
返
還
金
で
、
総
額

三
六
五
四
万
円
で
し
た
。（
対
前
年
度
比

三
三
一
〇
万
円
の
増
加
）

被保険者１人当たり（介護除く）

収入合計437,021円 支出合計 409,972円

保険料  419,138円

調整保険料 
5,090円

国庫負担金  
194円

繰入金  1,003円 国庫補助金  3,372円

財政調整事業交付金
5,468円

雑収入 2,755円 事務費  11,026円

保険給付費
209,612円

納付金
166,849円

保健事業費 
12,351円

財政調整事業拠出金
5,092円

連合会費・その他  5,042円

I N F O R M A T I O N
●組合の現況（平成30年8月末現在）
　◎事業所数	 	 	191事業所
　◎被保険者数			
　　　　　男	 4,148人
　　　　　女	 3,137人
　　　　　計	 7,285人
　◎被扶養者数	 4,700人

　◎平均標準報酬月額　　
　　　　　男	 346,663円
　　　　　女	 208,068円
　　　　　平均	 286,983円
　◎扶養率　　0.65（被扶養者÷被保険者）

●お知らせ
事業所名称 所在地 年月日 事　由

減少した事業所
㈱村田松栄館 大阪市中央区 平成30年6月1日 休業

大阪菓子厚生年金基金 大阪市中央区 平成30年7月11日 解散
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健 康 保 険

標準報酬月額が
見直されました
毎月の保険料などの計算に使用される「標準報
酬月額」は、毎年１回見直され、
９月分の保険料から翌年８月までの１年間適用さ
れます。
標準報酬月額の変動により、保険料などの額も
変わる可能性があります。

標準報酬月額は定期的に見直される
　健康保険の毎月の保険料は、毎月の給料の支給額に応じて
決められています。しかし、支給額は一人一人異なり、残業
代などで月によって変動するため、保険料の計算では支給額
を50等級に区分した「標準報酬月額」を使います。標準報酬
月額は保険料の計算だけではなく、出産手当金や傷病手当金
などを計算する基礎としても用いられます。
標準報酬月額は、毎年４・５・６月の支給額の平均を基に計
算され、新しい標準報酬月額は９月から翌年８月までの１年
間適用されます。これを「定時決定」といいます。
　ただし、昇給や降給などで毎月決まった額が支給される手
当（固定的賃金）が変わり、大幅に支給額が変動する場合（連
続した３ヵ月間の報酬額の平均が２等級以上変わる時）は、
次の定時決定を待たずに標準報酬月額の改定をします。これ
を「随時改定」といいます。
　なお、残業代の変動だけでは固定的賃金が変わるわけでは
ないので、随時改定は行われません。あくまでも、基本給、
諸手当、通勤費などの固定的賃金が変わった場合が対象です。
　このほか、産前産後休業終了後、育児休業等終了後に復職
して報酬額が変動した場合にも改定されます。
※ 標準報酬月額の算定の特例が見直され、平成30年10月以降、

随時改定においても報酬実態に即して、年間報酬の月平均
との比較により算定できるようになりました。

標準報酬月額が変わると保険料も変わる
　健康保険および介護保険の保険料は、標準報酬月額に保険
料率を掛けて計算します。このため、標準報酬月額が変わる
と保険料の額も変わります。また、保険料率は各健保組合が
財政状況などに応じて独自に定めるため、加入する健保組合
が違うと同じ標準報酬月額の等級でも保険料の額が違います。

標準報酬月額の
定時決定の仕組み

1～50等級に区分された
「標準報酬月額表」に当てはめて、
標準報酬月額を決定します。

例えば、支給額が以下の場合…
4月：33万円
5月：30万円
6月：27万円

平均30万円

等級 標準報酬 報酬月額
月額（円） 円以上 円未満

1 58,000 63,000

2 68,000 63,000 73,000

3 78,000 73,000 83,000

20 260,000 250,000 270,000

21 280,000 270,000 290,000

22 300,000 290,000 310,000

… … …

… … …
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　11月に各事業所へ健康診断の案内
（被保険者対象）を発送します。今年
度健康診断を受診されていない方は、
健康診断を受診しましょう。なお、今
年度すでに健康診断を受診された方
は、重複する検査は実費になりますの
でご注意下さい。
　家族の方（被扶養者）で、今年度健
康診断を受診されていない方も、ぜひ
ご受診下さい。（ただし、婦人健診は
35歳以上、特定健診は40歳以上が対
象：平成31年３月末現在の年齢）

健
康
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う

菓子健保
より

お知らせ

危険な状態に近づいてないか
を健診結果から、早めに知る
ことができます。

1

病気の芽を早
く発見するこ

とが、

病気の予防や
早期治療につ

ながります。

3
病気を予防することが、
長い老後を健康で過ごせるか

どうかを左右します。

4

病気を予防することで、家計の負担（医療費負担）を軽くできます。

5

生活習慣をどう見直せば健康を維持できるかが健診結果からわかります。

2

毎年健診を
� 受ける つのメリット5
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　今年度も、被扶養者資格の再確認を実施いたします。
　これは、被扶養者として認定後、就職や結婚等により被扶養者資格がなくな
っている方や、被扶養者認定基準を超える報酬や年金等を受けているにもかか
わらず現在も被扶養者として認定されている方の被扶養者資格を見直し、保険
給付の適正化を図ることを目的としています。
※再確認の用紙については後日事業主様を通じて、対象者へ配付いたします。

※	再確認により、被扶養者資格が確認できない場合は、平成30年12月1日で被扶養者資
格がなくなりますのでご注意ください。

今年度も
健康保険被扶養者の
� 再確認（検認）を行います。

　扶養認定においては、公正・公平な審査が重要であり、皆さまからご提出いただく書
類で「被扶養者の条件を満たしているか」を判定しています。
　皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

ご協力
くださ

い！

●18歳以上の被扶養者
　	ただし、被扶養者認定日が	
平成30年４月1日以降の方は除きます。

対　象　者

組合への提出期限（平成30年11月20日）
に間に合うよう事業主へご提出ください。

提 出 期 限

〈扶養認定とは〉
　被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として認定
され、健康保険の給付を受けることができます。ただし、家族なら誰で
も健康保険の被扶養者として認定されるというものではなく、法律等で
決まっている一定の条件を満たすことが必要です。健康保険の扶養家族
は会社の扶養手当の対象や税法上の扶養家族とは基準が異なります。

！加入資格のない被扶養者がいると健保財政に悪影響があります
●皆様からお預かりした保険料をムダに使うことになります
　�本来支払う必要のない給付を行うことになり、財源である保険料のムダ使いとなってしまいます。

●高齢者医療制度へ拠出する納付金額が増えます
　�納付金の額は、被扶養者を含めた健保組合の加入人数をもとに決められるため、資格のない人が加入している
と納付金額が増えてしまいます。
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円/月 
（税込） 8,424 1,620 円/回 

（税込） 

11 5 

大阪菓子健康保険組合の皆さまへ 
スポーツクラブ ルネサンス 法人利用ご案内 

入会はこちらへ

日 9 16 土 

名称を変更します→ 
各法人により指定がある場合もございます。 
確認ください。 
※名称を入れることでとクラブへチラシ持参した際、 
どこの法人か確認がとりやすくなります。 

←期間設定が異なる場合は 
変更をお願いします。 

QRを張り付ける場合は以下のものを使用します。↓ 
但しQRコードは担当自身で作成願います。以下のQRはダミー（使用不可） 
QRサイズ２７％２７％ 

ルネサンス 法人会員 検索

制作したランディングページのURLを張り付けます。 → 
※ランディングページの無い法人は下のアイコンと変更する 

 
【手順】 

 
をクリックし選択 

↓  
パワーポイント上段にある「挿入」タグを選択 

↓ 
「ハイパーリンク」を押す 

↓ 
「アドレス」欄へ対象のランディングページURLをコピーし貼り付ける⇒ 

↓ 
「OK」ボタンを押す 

健康保険組合ホームページをご覧ください。
※専用サイトがございます。

ルネサンス 法人会員 検索

←利用料補助がある場合は、 
金額変更します。 
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入会はこちらへ

健康保険証
※ご入会の方はルネサンスカード（イオンもしくはジャックス）の申し込みが必要です。（会費はルネサンスカードからの引き落としとなります。

制作したランディングページのURLを張り付けます。 → 
※ランディングページの無い法人は下のアイコンと変更する 

 
【手順】 

 
をクリックし選択 

↓  
パワーポイント上段にある「挿入」タグを選択 

↓ 
「ハイパーリンク」を押す 

↓ 
「アドレス」欄へ対象のランディングページURLをコピーし貼り付ける⇒ 

↓ 
「OK」ボタンを押す 

健康保険組合ホームページをご覧ください。
※専用サイトがございます。

ルネサンス 法人会員 検索

確認時提示書類を確認します。→ 
複数記載が必要な場合もあります。 

追記文言がある場合はこちらへ記入します→ 

ルネサンス 法人会員 検索

QRを張り付ける場合は以下のものを使用します。↓ 
但しQRコードは担当自身で作成願います。以下のQRはダミー（使用不可） 
QRサイズ３６％３６％ 

ドゥミ契約のない法人は、 
アイコンを 
 
 
 
 
 
 
と交換する. 
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捻
挫
！

接骨院・整骨院を使う人は必見!

負傷原因の確認にご協力ください
　接骨院・整骨院からの請求の中には、不適切に健康保険を使
用されたものが含まれていることが指摘されています。このた
め、健康保険組合では、接骨院・整骨院で受けた施術内容や負
傷原因等を文書または電話により確認させていただく場合があ
ります。照会があった際は、ご自身で回答いただけますようご
協力をお願いします。

柔道整復師の正しいかかり方
接骨院や整骨院は病院とは異なり、健康保険が使える範囲が決められています。
「健康保険取り扱い」とあっても、必ず健康保険が使えるとは限りません。

健康保険が使える
負傷原因がはっきりしている

●外傷性が明らかなけがによる捻挫、
　打撲、挫傷（肉離れ）
●骨折、脱臼
（応急手当てを除き、継続してかか
る場合は医師の診察と同意が必要）

●骨折、脱臼の施術後に運動機能の
　回復を目的に行った運動
（いわゆるストレッチングは対象に
なりません）

健康保険が使えない！
●リラクゼーション目的のマッサージ
●日常生活の疲れや老化による
　肩凝り・膝の痛みなど
●運動後の筋肉疲労
●病気（神経痛・リウマチ・
　椎間板ヘルニアなど）による　
　痛み・凝り
●脳疾患の後遺症や慢性病
　からくる痛みやしびれ
●過去の交通事故などに
　よる後遺症
●症状の改善が見られない
　長期の施術
●医療機関で同じ部位の
　治療を受けているとき
●医師の同意のない骨折や脱臼の治療（応急処置
を除く）
●仕事中や通勤途上のけが（労災保険が適用）

不適切な請求の例

●健康保険が使えない場合に使える負傷
に変更して利用する
●実際には施術を行っていないのに回
数、部位を水増しする
●膝、腰、腕など次々に部位を変えて長
期間請求する

●療養費支給申請書への署名は
　内容を確認してから
接骨院・整骨院で健康保険を使う場合は、施術後に「療養費
支給申請書」への署名が必要です。健康保険の請求に使う書
類となりますので、誤りがないか内容をしっかりと確認して、
ご自身で署名をいただくようにお願いします。

負傷原因

負傷部位

施術回数

施術内容

窓口での

自己負担額

肩
凝
り
？

チェック！
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負傷原因の確認にご協力ください
　接骨院・整骨院からの請求の中には、不適切に健康保険を使
用されたものが含まれていることが指摘されています。このた
め、健康保険組合では、接骨院・整骨院で受けた施術内容や負
傷原因等を文書または電話により確認させていただく場合があ
ります。照会があった際は、ご自身で回答いただけますようご
協力をお願いします。

柔道整復師の正しいかかり方
接骨院や整骨院は病院とは異なり、健康保険が使える範囲が決められています。
「健康保険取り扱い」とあっても、必ず健康保険が使えるとは限りません。

健康保険が使える
負傷原因がはっきりしている

●外傷性が明らかなけがによる捻挫、
　打撲、挫傷（肉離れ）
●骨折、脱臼
（応急手当てを除き、継続してかか
る場合は医師の診察と同意が必要）

●骨折、脱臼の施術後に運動機能の
　回復を目的に行った運動
（いわゆるストレッチングは対象に
なりません）

健康保険が使えない！
●リラクゼーション目的のマッサージ
●日常生活の疲れや老化による
　肩凝り・膝の痛みなど
●運動後の筋肉疲労
●病気（神経痛・リウマチ・
　椎間板ヘルニアなど）による　
　痛み・凝り
●脳疾患の後遺症や慢性病
　からくる痛みやしびれ
●過去の交通事故などに
　よる後遺症
●症状の改善が見られない
　長期の施術
●医療機関で同じ部位の
　治療を受けているとき
●医師の同意のない骨折や脱臼の治療（応急処置
を除く）

●仕事中や通勤途上のけが（労災保険が適用）

不適切な請求の例

●健康保険が使えない場合に使える負傷
に変更して利用する
●実際には施術を行っていないのに回
数、部位を水増しする
●膝、腰、腕など次々に部位を変えて長
期間請求する

●療養費支給申請書への署名は
　内容を確認してから
接骨院・整骨院で健康保険を使う場合は、施術後に「療養費
支給申請書」への署名が必要です。健康保険の請求に使う書
類となりますので、誤りがないか内容をしっかりと確認して、
ご自身で署名をいただくようにお願いします。

負傷原因

負傷部位

施術回数

施術内容

窓口での

自己負担額

肩
凝
り
？

チェック！

？
療養費として払い戻される例

●急病でやむを得ず健康保険を扱っていない医療機関
　を受診した
●国外（海外出張も含む）で医療を受けた（海外療養費）
●医師が認めた治療器具を装着した
コルセット、サポーター、義手、義足、義眼など

●血液の輸血を受けたときの血液代
●はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術代
医師が同意し、健康保険の対象となるもの

やむを得ない事情で健康保険が使えず、医療費を立て替えて支払ったときは、
後から健保組合に申請することで、「療養費」として払い戻しが受けられる場合があります。
療養費として払い戻されるのは健康保険に定められた範囲で、
自己負担分を除いた健保組合が認めた額となります。

医療費の
立て替え払いを
したとき

　病気やけがの治療に使用する治療用装具について、不正に利用される事例があったことか
ら、治療用装具のうち靴型装具の申請では装具の現物が確認できる写真の添付が必要となり
ました。カタログ等ではなく、実際に作成さ
れた装具の現物の写真を添付してください。
　▼不正な利用の例　
・安眠枕なのに首を固定する装具として請求

・オーダーメード靴を治療用装具として請求

など

「療養費」を申請するには

療養費の申請方法
　立て替えた療養費の払い戻しは、「療養費支給申請書」と領収書、診療報酬明細書などの各必
要書類を、速やかに当健保組合に提出し申請してください。

一部治療用装具の申請には、写真の添付が追加になりました！
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